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様式第 1号 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度 第２回 所沢市成年後見制度推進検討委員会 

開催日時 令和５年３月２９日（水）１４時００分  ～  １５時３５分 

開催場所 所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室３・４号 

出席者の氏名 

飯村 史恵（委員長）、笹原 文男（副委員長）、近藤 宏一、髙野 香、 

行武 綾子、内野 孝雄、斉藤 邦彦、粕谷 紀夫、松井 優子、中川 博之、

黛 浩一郎、梅本 晶絵、田邊 純子、田中 保子 

欠席者の氏名  

説明者の職・氏名 地域福祉センター 副主幹 遠藤 康代、主任 伊藤 庸介、主任 竹村 俊朗 

議 題 

（１） 所沢市成年後見制度推進検討委員会について 

（２） 成年後見制度に係る所沢市の現状について 

（３） その他 

会議資料 

【配布資料】 

・会議次第 

・委員名簿、席次表 

・資料１：令和４年度第２回所沢市成年後見制度推進検討委員会 

・資料２：第二期計画について（厚生労働省） 

・資料３: 所沢市成年後見制度利用促進基本計画 指標進捗状況管理表 

・参考資料１：所沢市成年後見制度推進検討委員会条例 

・参考資料２：成年後見制度の利用の促進に関する法律 

・参考資料３：第二期成年後見制度利用促進基本計画 

・第３次所沢市地域福祉計画・所沢市成年後見制度利用促進基本計画（冊子） 

・所沢市社会福祉協議会広報誌「ちゃお４月号」 

担当部課名 

福祉部 地域福祉センター    電話０４（２９２２）２１１５ 

地域福祉センター 参事  菅原 聖二 

地域福祉センター 副主幹 遠藤 康代 

地域福祉センター 主任  伊藤 庸介 

地域福祉センター 主任  竹村 俊朗 

 

                                          



2 

様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

事務局 

（菅原参事） 

 

 

前田部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（菅原参事） 

 

 

前田部長 

 

 

 

 

飯村委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開  会  

開会を宣言した。 

 

 

２．委嘱状の交付  

各委員に委嘱状を交付した。 

 

３．部長あいさつ 

本市は令和３年度に所沢市成年後見制度利用促進基本計画を策定し、令和４年６月

には中核機関として所沢市成年後見センターを設置し、市と社会福祉協議会が連携を

図りながら、権利擁護施策を推進してきた。高齢化の進行は著しく、本市でも令和４

年 12月現在で高齢化率が27.4％となっており、今後さらなる認知症や単身高齢者の

増加、また、障害者の親亡き後の問題など、様々な課題に対処する必要がある。支え

合う心を大切に、自分らしく暮らせるための取り組み進めるには、家族や地域住民は

もとより、市内の福祉関係者をはじめとした多様な関係者との連携が不可欠である。

委員各位においては、本市の福祉行政推進のため、それぞれの立場での助言や協力を

いただきたい。 

 

○委員等の自己紹介 

 各委員より、自己紹介を行った。また、事務局職員の紹介を行った。 

 

 

○委員長・副委員長の選出 

～委員の互選により委員長・副委員長を選出し、承認を得た～ 

委員長 ：飯村委員  

副委員長：笹原委員 

 

○委員長・副委員長あいさつ 

成年後見制度が誕生したとき、自身は東京都社会福祉協議会の権利擁護センターで

勤務をしており、民法改正を最も身近で感じた。現在では、成年後見制度は行政や

様々な福祉関係者にも知られているが、果たして権利擁護という意味合いで機能をし

ているかというと、特に、社会福祉関係法制度がまだまだ非常に不十分であり、後見

人等が苦労していることもある。また、一般市民にとって制度が使いづらく、国際的

に見ても日本の成年後見制度に対しても、国連障害者権利委員会から厳しい総括所見

が出されているという状況である。最も重要である当事者やその家族が本当に安心し

て利用できる制度にするにはどうしたらいいかということを今後考えていきたい。 
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笹原副委員長 

 

 

 

事務局 

（菅原参事） 

 

 

 

 

 

 

飯村委員長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（伊藤主任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（竹村主任） 

 

 

 

中川委員 

 

 

 

本委員会は、現場における問題等を行政に伝える場でもあるので、忌憚ない意見をい

ただきたい。活発な意見が出されるよう委員長のサポート役として努めていきたい。 

 

○会議の運営方法に関して 

①会議の公開・非公開、②会議録の記録方式、③会議録の確定について説明を行い、そ

れぞれ、全委員の承認に基づき、下記のとおり決定した。 

 

①会議の公開・非公開について（原則、公開とする） 

②会議録の記録方式について（発言者名は公開とし、要約方式で記録する） 

③会議録の確定について（委員長に署名・承認を得て、確定する） 

 

～会議の公開の確認～ 

・公開とし、会議録の確定は委員長の承認、署名をもって確定とする。 

傍聴希望者はなし。 

 

～資料の確認～ 

配付資料を確認した。 

 

３．議  題  

１．所沢市成年後見制度推進検討委員会について 

〜資料１及び資料２を用いて説明〜 

・本委員会は成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下、『促進法』）第 14条

第２項及び所沢市成年後見制度推進検討委員会条例に基づき設置されており、委員

の任期は令和５年から令和８年までの３年間となる。 

・令和３年度には所沢市成年後見制度利用促進基本計画（以下、『市基本計画』）が

策定され、本委員会が第三者機関として市基本計画を総合的に検討・評価してい

く。 

 

（質疑等なし。） 

 

２．成年後見制度に係る所沢市の現状について 

〜資料１及び資料３を用いて説明〜 

・人口や高齢化率、療育手帳所持者数等、所沢市の概況について説明。 

・市基本計画の各指標について令和３年度の実績値を交えて説明。 

・所沢市の施策の方向性及び地域連携ネットワークの構築について説明。 

 

資料１スライド 20の親族後見利用者数について、令和３年度は 148件となっている

が、高齢者、知的障害者、精神障害者の利用者ごとの内訳を知りたい。また、あんしん

サポートねっとの利用者数についても、同様に内訳を知りたい。 
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事務局 

（遠藤副主幹） 

 

所沢市成年後

見センター

（鈴木主任） 

 

飯村委員長 

 

 

 

 

梅本委員 

 

 

 

 

 

事務局 

（竹村主任） 

 

 

 

 

 

 

飯村委員長 

 

 

田中委員 

 

事務局 

（竹村主任） 

 

 

 

 

飯村委員長 

 

 

親族後見人の内訳は、家裁から示されている資料ではわからないので、公開されるか

わからないが家裁に確認する。 

 

あんしんサポートねっとについては、直近のデータだと利用者は概ね 40人ぐらいで

推移しており、高齢者が 24人、知的障害者が 4人、精神障害者が 10人程度なってい

る。 

 

内訳については、利用促進にあたってあるとよい情報と考えられるため、可能な範囲

で確認いただきたい。資料３の進捗状況管理表の相談件数が 644件から 911件に大幅に

増加している。件数が増加すればよいというわけではないが、相談の内容や相談件数増

加の要因について説明いただきたい。 

 

令和３年度に相談件数が非常に増えた要因の１つとして、市の広報や本日も配布して

いる社協広報誌等で広報を行ったこと挙げられる。また、新型コロナウイルスの感染拡

大により、高齢の家族に会うことができないという状況が続き、その間に認知症が進行

してしまっていることや、新聞やテレビ等で成年後見制度について取り上げられる機会

も影響して、相談件数が増加していると考えられる。 

 

補足になるが資料１スライド 16に相談内容別件数の推移が記載されている。内容に

ついては①後見人の紹介について②制度そのものについて③申し立ての方法について④

その他となっている。制度についての問いあわせは令和元年度から令和３年度にかけて

大幅に増加しており、申し立ての方法についての問い合わせも令和元年度から令和３年

度にかけて 75件から 143件に大幅に増加している。その他の相談内容については、資

料に記載のあるとおりで、一見関係なさそうな相談から制度利用に至ることもあれば、

制度利用についての相談であるが、聞いてみると制度利用が不要なケースもあった。 

 

相談件数等、指標を組み立てる上で数の視点もあるが、一件の相談の重みのようなも

のについても今後評価する上では考慮できるとよい。 

 

所沢市の申立件数については資料に記載があるか。 

 

本日の会議では資料として配布していないが、毎年さいたま家裁から管内別の成年後

見等申立件数一覧表について資料が提供されており、次回の本委員会で令和４年度の実

績を確認する際に配布する予定。なお、令和４年の１月１日から 12月末までの所沢市

の申立件数は法定後見が 75件で、法定後見の内訳については、後見が 62件、保佐が９

件、補助が 4件となっている。また、任意後見の申立ては同期間において２件あった。 

 

近藤委員は、専門職相談で市の事業に協力いただいているが、課題等共有すべき事項

はあるか。 
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近藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯村委員長 

 

 

 

中川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田邊委員 

 

 

 

 

飯村委員長 

 

 

笹原副委員長 

 

中川委員 

 

 

 

 

 

飯村委員長 

市の事業で成年後見の相談を担当しており、市基本計画の「専門職による無料相談に

おける成年後見人等の相談回数」という指標の実績値は 12回となっているが、１回あ

たり 30分で毎月第４木曜日に４枠相談を受け付けている。概ね毎月４枠の相談が全て

埋まっており、借金の相談、相続についての相談等様々あるが、判断能力に問題がある

方が相談に来ることが多いと感じている。相談の需要があると感じているので、指標の

目標値のように相談会の実施回数が増えるとよいと感じている。また、相談を始めた頃

に比べると後見人等からの相談も増えている。相談を継続していくことで、今後の繋が

りが増えてくるのではないかと感じている。 

 

専門職による相談についても件数だけでは計りきれない部分はあるが、複雑な問題に

なると、後見人等からの相談に対して法的な視点でのサポートが必要な場合もある。中

核機関として件数で計れない部分をどのように評価していくかが今後の課題である。 

 

所属団体でも知的障害者と高齢者のそれぞれを対象とした個別相談会を行っている。

高齢者を対象とした相談会には比較的元気な高齢者が来ており、終活の問題や遺言等に

ついての相談が多い。知的障害者を対象とした相談会では、相談の一つの傾向として、

成人年齢が 18歳に引き下げられたことで、18歳になったら成年後見人をつけなければ

ならない、もしくは、障害児が成人になる前に親が任意後見人になりたいという相談が

多い。ある専門職の方が様々な障害者施設や特別支援学校等に行って、知的障害者が成

人になる前に親が任意後見人をなることを一つのモデルとして推進しており、その講演

等を聞いた親が慌てて相談に来ている。今後も同様の相談が増えるのではないかと感じ

ている。  

 

両親が高齢になって親亡き後の問題で慌てる方が多いという印象を持っている。ま

た、両親が亡くなって代わりに兄弟が面倒を見ていたが、これ以上面倒見きれないとい

うことで投げ出されてしまい、こちらからアプローチしても返答がないというケースも

ある。 

 

個別性もあり一概には言えないが、様々な不安から生じる生活課題が後見人等へのニ

ーズとして反映されてくるものと考えられる。  

 

中川委員の所属団体が行っている相談会についてこの場でＰＲしていただけないか。 

 

新所沢コミュニティセンター１階の市民活動支援センターで、毎月第１水曜日午後１

時から３時まで障害者向けの成年後見相談会を行っている。高齢者向けの相談会は、終

活等についての相談対応を主として毎月第４金曜日午後１時から午後３時まで同じ場所

で行っている。場所や日時について個別の要望があれば、別途調整した上で行ってい

る。年に 28件程度の件数を受け付けている。 

 

相談会の情報等、様々な資源をこのような場を通じて共有できるとよい。成年後見に
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事務局 

（竹村主任） 

 

 

 

 

 

 

飯村委員長 

 

 

事務局 

（竹村主任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯村委員長 

 

 

 

事務局 

（遠藤副主幹） 

 

 

 

 

 

 

 

笹原副委員長 

 

 

 

関わる所沢市の現状について事務局から補足説明はあるか。 

 

地域連携ネットワークについて補足する。関係者間で円滑に連携を取れるようになる

ためには、皆が同じレベルで成年後見制度について理解していることが非常に重要であ

る。迅速な対応が必要な案件に対処しつつ、一方で、もう少し長い目で見て関係者の知

識の底上げが必要だと考えている。その取り組みの１つとして、昨年の 11月に市内の

相談支援事業所を対象とした、成年後見制度に関する勉強会を行っており、今後も福祉

関係者等を対象とした勉強会を取り組んでいく予定。勉強会等を通じてお互いの関係を

構築しつつ、何かあったら互いに相談できるような体制を整えていきたい。 

 

顔の見える関係を構築して、ネットワークが実質的なものになればよいと考える。ま

た、厚生労働省が示している資料２については補足説明等あるか。 

 

資料２は国の第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要版となっており、内容は第

一期計画から大幅にリニューアルされた部分もある。第二期計画で非常に重要だと考え

ているのが、資料２のスライド６に記載のある総合的な権利擁護支援策の充実という部

分である。成年後見制度は利用が必要な方は適切に利用すべきと考えているが、利用に

当たっては制度を正しく理解していないとトラブルに繋がってしまうことも多々ある。

また、成年後見制度を利用すれば、全てが解決するということでもない。今後の非常に

大きな１つのテーマだと考えるが、成年後見制度以外の権利擁護の方法を、地域レベル

で考えていかなければならないため、本委員会においても各委員から助言をいただきた

い。 

 

本人を中心にしながら権利擁護をどのように実現していくかという部分については、

様々な施策が必要と考えられるため、本委員会で忌憚のない意見をいただきたい。 

 

３．「その他」 

令和５年度は市基本計画の上半期最終年に当たるため、中間評価を行う予定。中間評

価を行う中で、各指標の目標値が当初の想定と大きく乖離しているような場合、目標値

の見直しを行う必要が出てくる。令和５年度については本委員会を５月、11月、１月

の年３回開催する予定。協議事項としては市基本計画の中間評価を含めた進捗管理がメ

インになるが、地域連携ネットワークの整備等についても、随時意見をいただきたい。

なお次回の本委員会については令和５年５月 16日（火）14時からを予定している。開

催通知については１ヶ月前を目途として送付する。 

 

４・閉  会 

充実した委員会としたいので、次回から１人１回以上は積極的に発言いただきたい。 

 

 

 


